
 

（様式１－３） 

福島県(浪江町)帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和 6年 7月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 82 事業名 浪江町水道施設整備事業 事業番号 2-20-4 

交付団体 浪江町 事業実施主体（直接/間接） 浪江町（直接） 

総交付対象事業費 （2,745,466 (千円)） 

3,301,390 (千円） 

全体事業費 （3,864,439 (千円)） 

4,240,363(千円） 

帰還・移住等環境整備に関する目標 

・就労の場を確保し住民の帰還を促進するために、棚塩産業団地及び南産業団地及び北産業団地、請戸産業産地を整備

する。 

現状の管網での最大供給可能量は、3,700ｍ3/日である。棚塩産業団地（4,000ｍ3/日）及び南産業団地（1,840ｍ3/日）、

北産業団地（329ｍ3/日）、請戸産業団地には、小野田取水場の系統から配水しており、既存取水能力及び配水管の口径

では不圧及び供給不足となる。このため、上記産業団地整備に伴い、需要量の精査及び配水計画を再構築した上で必要

な配水管整備を実施し、浪江町内での生活と企業活動に必要不可欠な生活用水、工業用水等の確保により、町民帰還の

促進と、雇用創出を図る。 

・井戸により生活をしていた方が、東日本大震災及び原子力発電所事故による影響で井戸水が枯れた等により、同じ場

所での生活再建が困難な状況にある。このため、帰還促進し町民が、浪江町で生活再建ができるよう、未給水地域での

飲料水の確保の支援を行う。 

・生涯学習に取り組める環境を整備し、帰還を促進するために必要な飲料水確保を行う。 

・住民の帰還・移住定住対策の推進に伴い、複数地区にまたがる基幹管路並びに人口密集率の高い地区を優先的に老朽

管の耐震化・配水管整備を実施し、生活用水及び企業用水の安定供給を確保することにより、帰還町民の生活環境整備

と雇用創出を図る。 

事業概要 

・棚塩産業団地及び北・南産業団地及び請戸産業団地等への用水を確保するため 

・配水管の設計及び配水管布設工事（L=800ｍ）を行う。また、来年度以降に布設する配水管路については、

市街地区域になるため、他の埋設管路、道路幅員、ＪＲ及び国道横断などの条件により制約されるため、事

前の調査による路線決定をするための基本設計を行う。 

・帰還住民の水源確保に伴う配水管工事を行う。 

・小野田取水井戸の設計及び増ボーリング工事を行う。 

・小野田取水場敷地造成及び建築工事を行う。 

・高区配水場の設計を行う。 

・帰還住民の水源確保に伴う配水管工事を行う。 

・生活環境整備として配水管路整備を行う。 

・駅前中心市街地整備等復興計画に基づく将来管網モデル計画に伴う配水管整備を行う。 

当面の事業概要 

＜平成 30 年度＞ 

 ・調査及び比較検討、計画作成 

＜平成 31 年度＞ 

 ・産業団地計画に伴う配水管布設工事（小野田系統第１）L=2,360.69ｍ 

 ・産業団地計画に伴う配水管設計業務委託（苅野系統第１） 

 ・産業団地計画に伴う配水管布設工事 Ｌ＝767.9ｍ（苅野系統第１：道路拡幅部） 

 ・配水管布設に伴う管網計算等業務委託 

＜令和 2 年度＞ 

 ・産業団地計画に伴う配水管布設工事 Ｌ＝1032.1ｍ（苅野系統第１：既存道路部） 

 ・産業団地計画に伴う小野田配水管設計及び配水管布設工事（ＤＢ方式） Ｌ＝2,010ｍ 

 ・産業団地計画に伴う井戸設計に係る需要量調査及び管網計算業務委託 



 

・小野田取水場建築設計及び井戸の詳細設計業務委託 

・産業団地計画に伴う小野田送水管設計及び送水管布設工事（ＤＢ方式） Ｌ＝340ｍ 

＜令和 3 年度＞ 

 ・産業団地計画に伴う小野田配水管設計及び配水管布設工事（ＤＢ方式） Ｌ＝800ｍ 

 ・産業団地計画に伴う小野田配水管基本設計 

 ・帰還住民に伴う配水管工事 L＝100ｍ 

 ・小野田取水場造成工事・小野田取水井戸詳細設計業務委託 

・高区配水場設計 ・帰還住民に伴う配水管工事 L＝130ｍ 

＜令和 4 年度＞ 

・配水管工事（高瀬地区） Ｌ＝71ｍ・帰還住民に伴う配水管工事 L＝140ｍ・帰還住民に伴う配水管工事 L＝140ｍ 

・帰還住民に伴う配水管工事 L＝160ｍ 

＜令和５年度＞ 

 ・将来管網モデル計画に伴う配水管布設工事 

  権現堂 1 工区 L=390ｍ 3工区 L=330ｍ 4 工区 L=300ｍ 国道 6 号線横断 L=148ｍ 県道 L=380ｍ 

  国道 114 号 2 工区 L=454m   

 ・産業団地計画に伴う小野田配水管国道 6 号線推進詳細設計 

 ・産業団地計画に伴う小野田配水管ＪＲ横断推進詳細設計 

・帰還住民に伴う配水管工事 L=120m 

・将来管網モデル計画に伴う幾世橋地区配水管布替設工事 L=538m（設計済み） 

 ・将来管網モデル計画に伴う基幹管路整備（ＤＢ方式：令和５年度～令和７年度） 

  １地区：１工区 L=1,260ｍ、２工区 L=1,061ｍ、３工区 L=1,801ｍ、１０工区 L=1,030ｍ 

  ２地区：４工区 L=527ｍ、５工区 L=1,629ｍ、６工区 L=1,191ｍ、１１工区 L=1,335ｍ 

  ３地区：７工区 L=1,508ｍ、８工区 L=1,422ｍ、９工区 L=1,152ｍ 

＜令和６年度・第 47 回申請＞ 

・将来管網モデル計画に伴う基幹管路整備 権現堂２工区（2-2）L=325ｍ（設計済み） 

 

＜令和６年度・今回申請＞ 

・将来管網モデル計画に伴う基幹管路整備（ＤＢ方式：令和５年度～令和７年度 令和６年度分） 

  A 地区：１路線 L=1,260ｍ、２路線 L=1,061ｍ、３路線 L=1,801ｍ、７路線 L=1,508ｍ 

  B 地区：４路線 L=527ｍ、５路線 L=1,629ｍ、６路線 L=1,191ｍ 

  C-1 地区：８路線 L=1,422ｍ、９路線 L=1,152ｍ 

    C-2 地区：１０路線 L=1,030ｍ、１１路線 L=1,335ｍ 

 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

・これまでの地域経済を支えてきた産業は原子力災害により甚大な被害を受けた。避難した住民の帰町判断の一つであ

る雇用の場の確保は当町の帰還再生のための喫緊の課題である。地域経済の立て直しために既存産業の再生と併せて新

たな産業集積を図り相当数の雇用の場を確保すること、その新たな産業の受け皿となる産業団地整備を行うことで避難

住民の帰還と新たな住民の定住促進に繋がり、地域の再生を加速させる。さらに、棚塩産業団地の整備は、これまでに

ない新たな風を起こすものであり、町民の帰還はもとより、雇用の創出や地域経済の再生など、その後の復興・発展に

大きく寄与するものである。また、新たに整備を行う、駅前中心市街地は浪江町の顔となる駅周辺を大規模に整備する

ことで、避難住民の帰還や新たな住民の定住促進にも繋がるものである。 

（利用見込人数 約 1,500 人/年間）  

関連する事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  



 

（様式１－３） 

福島県(浪江町)帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和 6年 7月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 60 事業名 浪江町埋蔵文化財発掘調査事業 事業番号 (1)-17-1 

交付団体 浪江町 事業実施主体（直接/間接） 浪江町（直接） 

総交付対象事業費 （2,058,031 千円） 

（2,072,430 千円） 

全体事業費 （2,058,031 千円） 

(2,072,430 千円） 

帰還・移住等環境整備に関する目標 

 一部地域の避難指示が解除された浪江町内において、雇用の創出や住環境の整備等の各種開発事業を進める

にあたり、埋蔵文化財包蔵地（以下「遺跡」とする。）の有無や、範囲・内容（年代や性格）等を明らかにする

ため、分布調査及び試掘確認調査を実施し、開発と埋蔵文化財の保護の両立を図る。 

 開発事業との調整を図ったうえで、埋蔵文化財への影響が避けられない場合は、発掘調査による記録保存を

実施する。 

事業概要 

 町内の帰還促進に向けた環境整備（開発）を行うにあたり、開発予定地内における遺跡の有無や、範囲・内

容等を事業開始前の計画段階から把握し、開発と埋蔵文化財の保護の両立を図る。 

１ 分布調査 

 開発が計画されている範囲について、既知のものを含めた遺跡の有無やその範囲・性格等を、現地を実際に

踏査することにより判断する。 

２ 試掘確認調査 

 分布調査実施後に、本発掘調査の要否や本発掘調査を要する範囲、その期間や費用等を算定する資料を得る

ことを目的とした調査。人力または重機により小規模な掘削を行ない、遺構や遺物を検出することで、遺跡の

拡がり、深度、性格等を把握する。 

 分布調査、試掘確認調査の結果を基に、遺跡保存のための工法や設計等の変更について開発側と協議し、開

発と埋蔵文化財の保護の両立のための調整を図る。 

３ 発掘調査 

 分布調査、試掘確認調査の結果を踏まえた開発側との協議において、埋蔵文化財（遺構・遺物）への影響が

避けられない場合において、記録保存に向けた発掘調査を実施する。 

 

当面の事業概要 

＜平成２９年度＞ 

北棚塩ロボット関連産業団地整備事業、北産業団地整備事業 

浪江町道路整備事業（小熊田宮田線）における分布調査及び試掘調査 

＜平成３０年度＞ 

棚塩地区雇用創出エリア（棚塩産業団地南側）分布調査及び試掘確認調査 

＜平成３１年度＞ 

 防災拠点整備事業（帰還困難区域復興再生拠点浪江町室原地区）、中心市街地等 

分布調査及び試掘確認調査 

＜令和２年度＞ 

 棚塩地区復興牧場試掘調査 

 復興まちづくり地区公共施設（幾世橋地区）整備に伴う発掘調査 

＜令和３年度＞ 

 駅前一団地整備事業試掘確認調査 

 復興まちづくり地区公共施設（幾世橋地区）整備に伴う発掘調査報告書作成（平成３１年度試掘調査・ 

 令和２年度発掘調査実施済） 

 棚塩地区酪農復興牧場発掘調査（第１次）（平成３０年度・令和２年度試掘確認調査実施済） 

  ※２・３次調査に向けてより詳しい遺構分布状況把握するための試掘確認調査も併せて実施する。 

＜令和４年度＞ 



 

棚塩地区酪農復興牧場発掘調査（第１次）報告書作成 

棚塩地区酪農復興牧場発掘調査（第２次） 

＜令和５年度＞ 

棚塩地区酪農復興牧場発掘調査（第２次）報告書作成 

棚塩地区酪農復興牧場発掘調査（第３次） 

＜令和６年度＞ 

棚塩地区酪農復興牧場発掘調査（第３次）報告書作成・１～３次調査総括作成（第 46 回・申請済） 

産学官連携施設整備事業試掘調査（今回・第 48 回） 

 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

 町内で進められている各種帰還環境の整備事業においては、事前に遺跡の試掘確認調査を実施することで、

開発事業の計画段階からの円滑な調整が図られる。開発による影響が避けられない場合において、速やかに発

掘調査による記録保存を図ることで住民の帰還に向けた各種整備事業の円滑な実施につながるため。 

 

関連する事業の概要 

・畜産施設整備事業 

町の農業復興拠点として大規模畜産施設を整備することにより耕畜連携を図り、営農再開、町民の帰還を促

進する。 

・産学官連携施設整備事業 

 産学官連携の拠点となる施設の整備により大学や企業が本施設へ入居することで、大学教員・従業員等が新

たに町内に居住し、帰還・移住の促進に繋げることを目的とする。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

福島県（浪江町）帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等個票 

 

令和 6年 7月時点 

NO. 128 事業名 農業基盤整備促進事業（浪江地区） 事業番号 （5）-42-1 

交付団体 浪江町 事業実施主体（直接/間接） 浪江町（直接） 

総交付対象事業費 
    （118,080(千円) 

128,696（千円） 
全体事業費 

379,200(千円) 

1,389,896（千円） 

帰還・移住等環境整備に関する目標 

東日本大震災によりすべての町民が避難したため、長期間農用地等の適切な管理をすることができず、水利施

設等の機能低下が進んでおり、営農に大きな支障となっている。 

現在、国等の災害復旧工事により、基幹水路の復旧はおおむね終了したものの、住民の帰還は進んでおらず、

多くは避難先からの「通い農業」を行っている。農作業に従事する人間が限られているなか、本事業を導入する

ことにより、農作業の効率化および維持管理の軽減を図ることにより、一層の営農面積の拡大及び地域農業の再

生を図るものである。 

事業概要 

(1)事業概要 

当町は、平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災による福島第一原子力発電所事故の影響により、すべての町民が避

難したが、平成 29 年 3 月 31 日に一部の避難区域の解除が行われた。また、令和 5 年 3 月 31 日には特定復興再生

拠点区域が避難指示解除されたところではあるが、依然として町の面積の約 7 割以上が帰還困難区域として指定さ

れている。 

こうした状況のなか、長期間農用地を管理することができなかったことから、農業関連施設の機能が著しく低下

していることに加え、住民の長期避難生活の影響から住民帰還が思ったより進まず、少人数の営農活動を余儀なく

されている。 

そのため、本事業を実施するにより効率的な営農環境を整備することにより、少人数でも営農面積を拡大でき、

かつ、維持管理に負担減が図れるような取り組みを実施する。 

 

(2)事業実施内容 

 ＜第 46 回申請＞ 

  調査測量設計業務 一式（畦畔除去工 A＝25.08ha 暗渠排水工 A＝10.3ha 客土工 A＝0.5ha） 

  発注者支援業務 

 

 ＜第 48 回申請＞ 

  調査測量設計業務 一式（水路改修工 L=3.7 ㎞） 

 

(3)復興計画への位置づけ 

【浪江町復興計画第３次】（抜粋） 

 第 1 章 夢と希望のある産業と仕事づくり 

   施策１ 農林水産業の再興 

    (１)農業の再開 

      町内全域の農地を再生し、農業の再開を推進します。 

当面の事業概要 

＜令和 6 年度＞ 

〇第 46 回申請 

 1.調査測量設計業務 一式 

 2.発注者支援業務 

 

〇第 48 回申請 

 1.調査測量設計業務 一式 



 

 

＜令和 7 年度＞ 

 1.基盤整備工 N＝3 箇所（畦畔除去工、暗渠排水工 その他） 

 2.発注者支援業務 

 3.用水路整備工 N＝1 箇所 

 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

本事業を実施することにより農作業の効率化を進め、もって農業者の営農再開意欲の向上による住民の帰還促

進、地域農業の再建を図る。 

関連する事業の概要 

  

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

福島県（浪江町）帰還・移住等環境整備事業計画 帰還・移住等環境整備事業等個票 

令和６年７月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 131 事業名 野菜等集出荷貯蔵施設等敷地造成事業（浪江町） 事業番号 ◆（5）-43-4-1 

交付団体 浪江町 事業実施主体（直接/間接） 浪江町（直接） 

総交付対象事業費 24,664（千円） 全体事業費 165,371（千円） 

帰還・移住等環境整備に関する目標 

＜現状＞ 

 平成 23 年に発生した東日本大震災に伴う原子力発電所事故により、浪江町では全町避難に伴い農家の離農等が相次ぎ、

農地保全や農業用施設の管理ができず、農地の荒廃や農業用施設の損失を余儀なくされた。 

震災前約 2,034ha の作付が行われていたが、令和 5 年度末の営農再開面積は約 545ha、営農再開率約 26.8％に留まって

いる。 

現在、浪江町では避難指示解除に伴い、福島県営農再開支援事業による農地の保全管理等、営農再開に向けた取組が行

われており、主力作物の水稲に加え、新たな振興品目として園芸品目、麦・大豆等の土地利用型作物の生産に取り組んで

いる。 

令和 6 年までに地域ごとに策定する「地域計画」の打合せ等において、浪江町として地域全体をどのように営農再開し

ていくか、生産者や農地所有者等と令和 5 年度は 100 回を超えるコミュニケーションを図ってきた。 

その取組の中で明らかになった課題は、担い手の不足や高齢化、避難先からの通作、農業機械や設備等に対する負担増

など多岐にわたる。 

特に、地域の共同利用施設（野菜等集出荷貯蔵施設、大豆等乾燥調製施設）は、震災前のものが長期避難等の影響で使

用できない状況となっているため、現状では農業者の作業の負担が大きく、生産意欲の低下が懸念される。よって、新た

な施設の整備が急務となっている。 

＜農業復興の方向性＞ 

 多岐にわたる課題がある中、地域の共同利用施設を整備することにより、農業者の負担を軽減しつつ、野菜、大豆、麦

などの生産面積の拡大と品質向上を実現することで、収益力の向上を図り、農家の生産意欲向上につなげる。また、事業

実施による農業の生産基盤の整備により、町民の帰還・移住及び営農再開を促進させるとともに、生産活動への専念なら

びに農業振興により意欲ある農業者の確保及び地域農業の再建を図る。 

事業概要 

 営農再開及び営農者が生産活動に集中できる施設として、野菜等集出荷等貯蔵施設、大豆等乾燥調製施設を整備するこ

とで、農業者の営農再開に向けた不安を解消し、町民の帰還と意欲ある農業者による営農再開の加速化を図るべく、本事

業では、それら施設の整備に必要な敷地造成を実施する。 

＜事業内容＞ 

（１）事業内容 

ア 造成測量設計業務委託 

イ 造成工事等 

（２）予定地等 

ア 予定地：浪江町酒田地内 

イ 造成面積：8,803 ㎡（町有地） 

＜市町村計画等＞ 

浪江町復興計画【第三次】P30～31 

 施策 1 農林水産業の再興 

 （1）農業の再開 

    施策の展開 

     ア 農業の担い手の確保 



 

     イ 営農再開の推進 

ウ 農業生産基盤の再生と強化 

当面の事業概要 

＜令和 6 年度＞ 造成測量設計委託等 24,664 千円（第 48 回申請） 

＜令和 7 年度＞ 造成工事等 140,707 千円（第 50 回申請予定） 

地域の帰還・移住等環境整備との関係 

 当町の基幹産業は農業であり、地域が再生し復興するためには農業の再生・復興が必要不可欠である。 

本事業で敷地造成をした後に集出荷貯蔵施設等を整備し、農業者の営農再開や農業振興に取り組む意欲を向上させるこ

とによって住民の帰還を促進させ、営農再開による町全体農業振興並びに地域再生を図る。 

整備した集出荷貯蔵施設等での住民雇用も想定している。また、当該施設の利用促進を図ることにより、作付面積の拡

大に比例し、農業者の営農再開と従事営農者数の増加も期待される。 

関連する事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 （5）-43-57- 

事業名 被災地域農業復興総合支援事業（野菜等集出荷貯蔵施設等整備）浪江町 

交付団体 福島県 

基幹事業との関連性 

○本事業は、基幹事業で整備する施設等に必要な造成工事を行うものとなっている。 

＜令和 6 年度＞ 建築実施設計委託等 49,108 千円（第 48 回申請） 

＜令和 7 年度＞ 建築工事等 1,770,040 千円（第 50 回申請予定） 

 


